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関東大震災後の帝都復興事業において，東京では115箇所の橋梁が復興局によって整備された．これら

の橋梁群は震災復興橋梁群と呼ばれ，一部はその技術的価値を認められ文化財として評価されるものの，

特段の評価を受けていない橋も多数ある上，115カ所を一連の群として見た価値考察は十分とは言えない．

本研究ではこれらの問題に対し，文化的景観の視点を取り入れ，震災復興橋梁群の価値考察を試みる．結

果震災復興橋梁群に対して，帝都復興事業にみられた特徴的な機能を継承している価値を持つ可能性を指

摘し，今後の橋梁整備，さらには供用下の土木構造物に対して文化財的価値を考察する示唆を与える． 
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１．はじめに  

 

(1)震災復興橋梁群とその現状評価 

 1923年の関東大震災によって壊滅的な被害を受けた東

京では，国の機関である復興局が主体となって，帝都復

興事業と呼ばれる大規模な都市整備事業が執り行われた．

この事業において建設された橋梁は震災復興橋梁と呼ば

れ，幹線道路網整備や河川改修等に伴う115カ所を復興

局が，他の310カ所を東京市が担当する等，歴史上類を

見ない規模の橋梁整備事業であったことが知られる1． 

 震災復興橋梁群とその製造背景については，伊東によ

る一連の研究や，中井による隅田6橋と当時の設計技師

に関する研究などの既往知見もあり2，一部の橋梁は国

や区によって文化財としての評価を受けている．しかし

これらの評価はいずれも個別の橋梁に対するものであり，

多数の橋梁が同一の事業下で整備されたという特徴を踏

まえた一連の橋梁群に対する文化財としての価値の考察

は確認できない．また現在の有形遺産に対する評価では，

物理的な躯体に対する価値評価を基本としているため，

架け替えや埋め立てによって当時製造された橋梁の構造

躯体が失われている橋に対しては，震災復興橋梁として

の価値考察を行うことが難しいと考えられる． 

 

(2)文化財制度における文化的景観の位置づけ 

 震災復興橋梁群の文化財的価値を考察するためには，

既存の文化財の価値評価の理念を理解した上で，都市整

備事業に関する価値や群遺産としての価値を考察する枠

組みの構築が必要であり，ここで文化的景観という文化

財概念を考える．文化的景観は主に農村景観を対象とし

た文化財である一方，より広く景観を対象とした文化財

とも言え，視覚眺望のみに依らない人間の営みの表層と

しての景観に価値を見出している．また世界遺産と日本

の文化財保護法では他の法制度との兼ね合いで対象の包

含範囲が異なっており，この背景には，文化的景観が比

較的新しい時代に既存の文化財制度の上で形成された概

念であり，既存の枠組みで扱うことが困難であった価値

に対して，景観を通じて評価を与える試みが盛り込まれ

ていると考えられる．さらに制度上の文化財にとらわれ

ずに文化的景観という概念を考えると，文化的景観は地

域の見方の一つであるとも述べられており3，文化的景

観という概念は地域を理解するための切り口として普遍

的なものであると言える．以上から文化的景観は，絶対

的な特定の対象概念領域が存在するのではなく，対象物

を人間の営みの中にある景観として評価する視点であり，

対象物に合わせて柔軟に運用される概念であると言える．  

 これらを踏まえ，文化的景観として震災復興橋梁群の

価値を考察することで，従来の有形遺産の概念で取り扱

うことが難しかった価値について，新たな視点に基づい

た知見を得ることが出来るのではないかと考えられる． 

 

(3)研究の構成と対象 

 以上を踏まえ，本研究の構成は，まず文化的景観の事



 

例から文化的景観に於ける価値評価の特徴を分析し，続

いて震災復興橋梁群の現状を調査し，これらを組み合わ

せて震災復興橋梁群の価値を考察するものとする． 

 研究対象として，文化的景観の価値分析については，

震災復興橋梁群と同様に地域の第一次産業による影響が

小さい事例のうち評価文が入手可能な重要文化的景観の

6件を取り上げる．また震災復興橋梁については，復興

局が担当した115カ所を取り上げる．これは復興局と東

京市が橋梁の配置計画について綿密なやり取りを交わし

た記録が確認できない一方，復興局内では太田圓三の指

揮の下，橋梁の形式選定をはじめとした整備計画が一定

の思想下で執行された可能性が指摘されている4こと等

から，一貫した価値の可能性が示唆されたことによる． 

 

２．文化的景観の価値分析 

 

(1) 対象と手法 

文化的景観評価の分析は，「最上川の流通・往来及び

左沢町場の景観」「葛飾柴又の文化的景観」「金沢の文

化的景観」「大溝の水辺景観」「京都岡崎の文化的景

観」「三角浦の文化的景観」の6事例に対して，重要文

化的景観選定の推薦文を対象として行う．分析手法とし

て，文章を読解の上で内容を「①地域の持つ歴史的事

実・出来事」「②対象の持つ意味・機能」「③景観とし

ての視覚的認知可能な表出物」「④祭りや名称などの無

形遺産の伝承」（以下番号表記を基本とする）のそれぞ

れに関する記述に分類し，相互の関係性を分析した． 

 

(2) 分析結果 

 分析の結果，文化的景観の構成要素としては③/④の2

種類が確認され，ともに都市計画や往年の交易をはじめ

とした経済活動など（①）を現代に伝える事物としての

価値を持ち，さらにそれらによって地域及び対象物に与

えられた意味・機能（②）の継承にも言及されていた

（図1）．そして対象物の事物としての現存と意味・機

能の継承の2軸に対し，事物としても機能としても現存

している場合や，事物としての更新がはかられていても

機能が継承している場合は機能継承に対する価値を，事

物のみが残り機能が継承されていない場合は痕跡として

の価値を認められ，事物および機能のどちらも残ってい

ない場合の価値は言及されていなかった（図2）．これ

らの価値のうち特に機能継承に関する価値は，事物とし

ての現存を問わないなど，他の文化財制度とは性質の異

なる文化的景観に特徴的な価値基準であると考えられる． 

 さらに歴史の重層性に関する価値として，時間軸上で

各時代の出来事や付与された機能に伴う構成要素が都市

上でレイヤーを形成し，複数時代のレイヤーが現代の都

市において重なっている価値も評価されていた（図3）． 

 

(3) 結論 

 以上のように，都市における文化的景観では，地域の

歴史的事実・出来事としての都市整備事業に価値を見出

し，それらの証拠となる事物を構成要素としていること，

さらにこれらの構成要素は，建築物の更新のような物体

の変容を経たとしても都市整備事業によって付与された

機能が継承されている場合や無形物として継承されてい

る場合に価値を見出していることがわかった．また2点

目の価値として，各時代に関連する事物のレイヤー同士

が積み重なることによる重層性の価値が確認された． 

 

３．震災復興橋梁群に関する調査 

 

(1) 震災復興橋梁を文化的景観として見る手順 

前章に基づいて，震災復興橋梁群を文化的景観として

見た価値を考察する手順を考える．まず都市における歴

史の重層性が持つ価値については，一つの都市整備事業

に関する遺産群のみによって満たされるものではないの

で除外する．次に物体の現存と機能の継承に関する価値

については，帝都復興事業において橋梁群に想定された

機能を整理の上，現在の橋梁群における機能継承を分析

することで考察可能と判断した．以上を踏まえ本章では，

帝都復興事業において橋梁と関連物に想定されていた機

能の分析と，それらを踏まえた現地調査を行った． 

 

(2) 帝都復興事業で想定された機能 

帝都復興当時，橋梁群とその関連整備において想定さ

れた機能を，復興局技師の手記，および既往研究などか

ら分析し，以下の4つに整理した． 

a)道路網整備 

 帝都復興事業では，大規模な区画整理を都市において

初めて適用し，東京の道路網整備を行ったことが知られ

る．この際幅員が22m以上の幹線道路については復興局

が担当し，同時にこれらの道路網上に位置する橋梁群も

復興局が整備した．これらを踏まえると，道路網の計画

は帝都復興事業上も重要度が高く，震災復興橋梁群の価

値を考える上でも重要な機能であると推測できる． 

b)河川交通網整備 

 1920年代の東京では舟運も盛んであり，帝都復興事業

の交通網整備において道路同様重要な項目であったと考

えられる．また舟運交通の特性を踏まえた橋梁群の形式

選定がなされた可能性が先行研究でも指摘されており5，

震災復興橋梁とのかかわりも深い機能であると言える． 

c)公共広場機能 

 帝都復興事業では復興小公園に見られるように，都市



 

の防災インフラとして公共広場の設置を行っていた．震

災復興橋梁群においても，橋詰広場を法に基づいて設定

し，公共広場として公衆便所や防災倉庫利用用地として

定めたことや6植栽の設置が7知られ，帝都復興事業に特

徴的な計画思想が端的に表れている機能であると言える． 

d)都市美観機能 

 帝都復興事業は太田圓三らの指揮の下都市美観に対し

ても強く意識した事業であったことが知られており，震

災復興橋梁においても形式選定や親柱の装飾に配慮する

等，事業を考える上で重要な機能であると考えられる． 

 

(3) 震災復興橋梁群の現状 

 前節の4つの機能を踏まえた上で，震災復興橋梁群115

箇所の現状を調査した．橋梁群は大まかに帝都復興当時

製造された構造躯体が橋梁として現存する状態（以下：

現存）と，橋梁下部に空間を持ち橋梁としての機能を持

ちつつも構造躯体が更新され架け替えられたもの（以

下：架け替え），河川の埋め立てなどに伴って橋梁とし

ての機能を持たないもの（以下：埋め立て）の3種類の

状態に分類の上で整理する． 

a)現存 

 115カ所のうち34カ所の橋梁では，橋梁の下部に空間

が存在し，震災復興橋梁における構造躯体が確認された．

これらの橋梁の機能継承を考えると， 道路機能につい

ては大半の橋が幅員不変で当時の機能を維持しているが，

福島橋は拡幅され並走して掛けられたRC造の橋梁と一体

化されているほか，都電の交通が廃止された橋梁が多数

あり，弾正橋は歩道拡幅の上で公園が設置されるなど，

橋上交通の容量や機能として変化がみられた．また河川

交通については25カ所で通行可能な他，河川を排水の上

首都高速道路や公園として整備される等，一部は下部交

通が変容している．公共広場機能については，橋詰広場

において公衆便所，交番，防災倉庫の設置や植栽などが

施されて現存している他，弾正橋は歩道の拡張によって

広場の拡張が見られる．また植栽については，隅田川の

一部では公園としての復興当時の体裁を復元しているが，

他では街路樹と同様の扱いで，若干の変容の上で機能が

継承されていると言える．都市美観機能については，オ

リジナルの欄干や親柱が残ることで橋上交通から見た美

観機能が継承されている一方，金属製欄干は大半が更新

によって失われ，一部はオリジナルのデザインの再建に

よって継承している．また下部交通から見た美観機能に

ついては橋梁躯体の現存によりほぼ継承されているが，

歩道拡張等により下部から視認が困難な橋も存在する．  

b)架け替え 

橋梁の架け替えは39カ所で確認された．ただし，復興

型橋梁と呼ばれるRC造のラーメン橋台と桁橋を組み合わ

せた橋梁の内桁橋部のみが架け替えられた法恩寺橋と岩

井橋，親柱等の保存が確認された神田橋などの4カ所，

同デザインのアーチ橋で再建された亀島橋，の計7カ所

については，部分的な保存や復元を特記した．これらの

橋梁の機能継承については，道路機能，下部交通機能，

図-1 文化的景観の事例から見た価値の構造 

図-3 文化的景観に見られる価値の種類②；重層性 

図-2 文化的景観に見られる価値の種類① 



 

公共広場機能については基本的に現存橋梁と変わらない

ものの，幅員増加とそれに伴う橋詰広場の一部消失等が

より多く確認された．美観機能については，部分的な保

存等が見られる7カ所で橋上交通から見た親柱類の美観

機能が，復興型橋梁と復元された亀島橋では下部交通か

ら見た美観機能が，それぞれ継承されていると言える．  

c)埋め立て 

42箇所においては橋梁下部が埋め立てられていた．た

だし千代田橋は橋梁下部に空間はないものの当時の橋梁

躯体を確認できるほか，今戸橋をはじめとした4カ所で

は欄干や親柱が一部保存され，竜閑橋では桁が移設の上

で保存が確認された．これらの橋について，道路機能は

架け替えと同様に幅員不変のものと拡幅されたものが混

在した．下部交通はすべての橋で消失している．広場の

公共機能と植栽については，多数の地点で橋詰広場が現

存し，当時の機能が継承されていたといえる．美観機能

については，親柱類が部分で気に保存された5か所は橋

上交通から見た美観機能を部分的に継承したと言える． 

以上の結果を表1及び表2にまとめる． 

 

４．震災復興橋梁の価値考察と今後の展望・課題 

 

(1) 震災復興橋梁群の持つ文化的景観としての価値考察 

 まず震災復興橋梁115カ所を群として見た価値を考察

する．115カ所を一連の群として捉えたことで，これら

の機能が都市の共通項として東京という都市の傾向を示

すことにつながることが想定される．さらに，これらの

機能が多くの地点で継承されている傾向を示すことで，

東京の都市形成史において帝都復興事業が果たした役割

を示し得ると考えられる． 

 次に個々の橋梁に分解した価値を考える．個々の橋梁

は，従来の有形遺産的価値以外に，架け替え等によって

物体が変容，更新しても，個々の機能継承に対して価値

考察が可能となり，部分的な架け替えや親柱等の保存で

も震災復興橋梁としての価値を持ち得る．また都市全体

を俯瞰して作られた都市計画に基づき，形式選定などの

配慮がなされた上で製造された震災復興橋梁の一つとし

て個々の橋梁を見ることで，都市全体の中で対象橋梁の

作られた地域がどのような意味を想定されていたのかを

探る手掛かりとしての価値も考えられる． 

 

(2) 供用下の構造物の価値と群遺産の価値 

 文化的景観として供用下の構造物を見ることで，機能

継承の考察から物質的な更新を経たとしても価値を見出

すことが出来ると言える．ここから文化財としての価値

を保ちながら供用や更新を続ける方法に対する示唆が得

られ，地域の未来に向けたインフラ文化財の管理計画等

にも資すると考えられる．続いて群遺産の価値について

は，都市全体に点在する構成要素同士を結びレイヤーを

形成することで，都市形成史上の価値を見出すことが出

来る可能性を示し，これは都市整備事業に関連する事物

の価値評価を考える上で，大いに資する視点であると考

えられる．ただし今回は同一の都市内，都市整備事業に

対する考察のみであるため，重層性などをふまえたさら

に広域的な価値についてもさらなる考察が求められる． 

 

(3) 震災復興橋梁群の価値考察に向けた課題 

今回の考察では，製造時の都市計画に依拠する価値の

みを考察したが，橋梁群のライフヒストリーが持つ価値

に対する考察も必要であると考えられる．また今回対象

から除外した東京市が施工した310カ所の復興橋梁につ

いても同様な考察が必要であると考えられる． 
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道路機能 幹線_幅員不変 幹線_幅員増 非幹線_不変 非幹線_増 公共広場

75 21 17 2

河川交通 船舶通航可能 他の下部交通 進入不可 下部空間無

52 17 3 42

公共広場 植栽 便所 交番 防災倉庫 児童公園 喫煙所

78 16 17 11 12 3

表-2 震災復興橋梁の機能に関する調査結果まとめ 

（カ所） 

（カ所） 

（カ所） 

表-1 震災復興橋梁群115箇所の現状まとめ 


